
第５期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に関する中間まとめ（素案）【概要】

※運営費交付金の積算上の考え方であり、各法人内の職員等の人数や
教員に配分する基礎研究費等を縛るものではないことに留意が必要
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収入

人件費相当額

・必要教職員数×人件費単価

・退職手当相当額

特殊要因経費

政策実現、機能強化の取組

○中期目標・中期計画に基づく、自らのミッションに即して行う戦略的な対応

成果・実績に基づく配分

○教育研究活動の成果の発現を適切に評価し、資源配分に反映

物件費相当額

・必要教員数×研究費単価×補正係数

×人件費変動率

・学生(児童・生徒)数×教育費単価×補正係数

・面積×施設維持管理費単価×補正係数

×物価変動率

支出

受託研究・共同研究等

基本的な考え方

○安定的な基盤の確保とともに、各法人の戦略的な取組や成果を評価し、その結果を資源配分に反映させることも重要
○また、どのような経営資源を充実させていくかといった経営戦略を構築し、自らがリスクを取って経営判断をしていくことが必要
○このような方向性が体現されるよう、①教育研究の基盤を支える枠組み（第１層）及び②各法人の戦略的な取組を推進する枠組み（第２層）の二つに大別
○第１層は物価・人件費の変動に連動することとし、安定性、継続性及び予見可能性を重視。第２層は中期目標・中期計画の達成に向けた戦略的な取組を促
すインセンティブとして機能することを期待

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．第5期中期目標期間における運営費交付金の算定ルールの考え方

○国立大学法人運営費交付金は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が教育、研究及びこれらを通じた社会貢献を安定的かつ継続的に実施していくため
の基盤となる財源として、我が国の知の基盤を支える根幹となる仕組みであり、近年の物価上昇や人件費の増加等への対応は喫緊の課題
○「国立大学法人等改革基本方針」（令和７年１１月）等を踏まえ、第５期中期目標期間（令和１０～１５年度）における運営費交付金の算定ルールの基
本的な考え方及び主な論点を中間的に取りまとめたものであり、今後、更なる具体化に向けた検討が必要
○各国立大学法人等の規模や組織の在り方については、第５期中期目標期間に向けた組織及び業務全般の見直しの取組の中で検討が進められており、これらに基
づき各法人の規模等が適切に設定されることを前提として検討

構成のイメージ

受託研究・共同研究等

特殊要因経費

ミッション実現加速化経費
・各大学のミッションを踏まえた組織
改革や設備整備等を支援

基幹経費

・人件費や光熱水料等、教育研究
を実施する上で必要となる経費
※前年度の予算額をベースに算定

成果を中心とする
実績状況に基づく配分

第４期 第５期の構成イメージ

「ミッション実現加速化係数」により
財源を確保し、重点配分する仕組み
※令和8年度予算より廃止

学長裁量経費
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学長裁量経費

○学長のリーダーシップによる取組の推進
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○評価指標（KPI）の設定、第５期中期目標・中期計画の策定・評価プロセスとの連動

○学長裁量経費について、従来の規模に応じた配分に加え、学長の改革構想や取組を反映する仕組み 等

【附属施設（附属病院、附属学校、附置研究所及び研究施設等）】
○基本的な考え方としては全体の算定方法に則りつつ、それぞれが果たす固有の機能や役割を踏まえた調整が必要と考えられるが、今後詳細な検討が必要

＜附属病院＞
○診療報酬に代表される診療機能に対する支援と教育研究に対する支援の役割分担を踏まえた上で、国公私立共通となる大学附属病院に対する支援の
枠組みと国立大学附属病院特有の課題に対する支援の明確化などの観点からの支援策の検討

＜附属学校＞
○教育課題の解決に実験校としてより大きな貢献をするため、次期学習指導要領においても重視されている多様な児童生徒に対応する指導モデルの開発など、
これまでの附属学校の在り方を変えるような、新たな取組に挑戦する附属学校に対する支援の在り方

＜附置研究所及び研究施設等＞
○研究コミュニティの拠点である共同利用・共同研究拠点に対する他制度との連携を含めた総合的な支援の在り方

○各法人の規模（教員・学生の数や施設面積等）をベースとし、分野や地域性を考慮しつつ支援単価や係数を具体化

○物価変動率の設定について、消費者物価指数の活用や教育研究活動に必要な物件費の変動を適切に反映する指標の在り方の検討

○運営費交付金への物価・人件費の変動の適切な反映の検討と併せて、授業料など学生納付金の在り方 等

今後の主な論点

【大学共同利用機関法人の特例】
○国立大学法人と同様の算定とすることが適当と考えられるが、必要な光熱水費や共同利用に係る算定に当たり、特別に配慮した仕組みの検討が必要 等

Ⅲ．第４期中期目標期間中の運営費交付金の確実な確保について

○第５期中期目標期間に向けた制度の見直しの議論と並行して、足下の第４期中期目標期間（令和４～９年度）においても、教育研究活動の基盤を支える
観点から、その必要な予算を確実に確保していくことが不可欠

○特に、近年の物価上昇や人件費の増加等により、教育研究活動に必要な基盤的経費の実質的な価値が低下している状況にあることや、教育研究に必要と
なる設備の老朽化が著しく、十分な更新や最新の設備の導入が滞っていることへの対応は喫緊の課題

○第４期中期目標期間においても、国立大学法人等が社会からの期待に応え、教育研究活動を安定的かつ継続的に実施するため、「第７期科学技術・イノベー
 ション基本計画」等に盛り込まれている運営費交付金の大幅な拡充を強く要請

教育研究の基盤を支える枠組み（第１層）

各法人の戦略的な取組を推進する枠組み（第２層）
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